
昭
和
六
十
一
年
人
事
院
規
則
一―

一
二

人
事
院
規
則
一―

一
二
（
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
職
員
を
採
用
す
る
場
合
の
任
用
、
給
与
等
の
特
例
等
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
職
員
を
採
用
す
る
場
合
の
任
用
、
給
与
等
の
特
例
等
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
職
員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
再
就
職
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
同
項
に
規
定
す
る
国
鉄
退
職
希
望
職
員
を
採
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
同
項
に
規
定
す
る
清
算
事
業
団
職
員
を
採
用
す
る
場
合
の

任
用
、
給
与
等
の
特
例
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
採
用
の
方
法
等
）

第
二
条
　
再
就
職
促
進
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
促
進
基
本
計
画
（
以
下
「
再
就
職
促
進
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
い
同
項
に
規
定
す
る
清
算
事
業
団
職
員
（
以
下
「
清
算
事
業
団
職
員
」
と
い
う
。
）
を
常
勤
官
職

に
採
用
す
る
場
合
に
は
、
選
考
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
官
職
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
の
な
い
官
職
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
選
考
に
よ
る
採
用
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
選
考
は
、
経
歴
評
定
（
日
本
国
有
鉄
道
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
お
け
る
勤
務
実
績
に
基
づ
く
評
定
を
含
む
。
）
及
び
実
地
試
験
、
筆
記
試
験
、
口
述
試
験
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
職
務
遂
行
の
能
力
の
有
無
を
判

定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
人
事
院
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
一
項
の
選
考
に
関
し
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用
方
法
等
）

第
三
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
給
与
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
人
事
院
規
則
九―

八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
別
表
第
二
に
定
め
る
級
別
資
格
基
準
表
（
次
項
に
お
い
て
「
級
別
資
格
基
準
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
同
表
の

試
験
欄
の
「
正
規
の
試
験
」
の
区
分
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
高
等
専
門
学
校
卒
業
程
度
の
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
日
本
国
有
鉄
道
に
採
用
さ
れ
た
者
　
Ｂ
種

二
　
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
日
本
国
有
鉄
道
に
採
用
さ
れ
た
者
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
種

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
以
外
の
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
日
本
国
有
鉄
道
に
採
用
さ
れ
た
者
及
び
人
事
院
の
定
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
　
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
区
分

２
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
に
対
し
て
人
事
院
規
則
九―

八
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
、
か
つ
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
必
要
経
験
年
数
に
百
分
の
八
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
年
数
を
も
つ
て
、
同
表
の
必
要
経
験
年
数
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
俸
給
月
額
の
決
定
等
）

第
四
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
の
俸
給
月
額
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
者
が
日
本
国
有
鉄
道
に
採
用
さ
れ
た
時
に
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
在
職

し
た
も
の
と
み
な
し
て
人
事
院
規
則
九―

八
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
俸
給
月
額
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
月
額
を
決
定
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
職
員
と
な
つ
た
後
の

初
の
昇
給
に
係
る
昇
給
期
間
を
人
事
院
の
承
認
を
得
た
期
間
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
院
規
則
九―

八
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
九―

八
第
十
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
規
則
一―

一
二
（
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希

望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
職
員
を
採
用
す
る
場
合
の
任
用
、
給
与
等
の
特
例
等
）
第
四
条
第
一
項
」
と
、
同
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
規
則
一―

一
二
第
四
条
第
一

項
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
調
整
手
当
）

第
六
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
職
員
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
お
い
て
人
事
院

規
則
九―

四
九
（
調
整
手
当
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
採
用
日
の
前
日
に
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
現
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
地
域
又
は
官
署
に
採
用
日
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合

に
給
与
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
同
条
第
二
項
の
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
調
整
手
当
の
額
及
び
支
給
期
間
は
、
そ
の
者
が
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
給
与
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
の
支
給
要
件
に
応
じ
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
の

当
該
調
整
手
当
の
額
及
び
支
給
期
間
と
同
一
の
額
及
び
期
間
と
す
る
。

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）

第
七
条
　
給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
前
三
箇
月
以
内
（
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
六
箇
月
以
内
）
の
期
間
に
お
い
て
、
再
就
職
促
進
基
本

計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
（
当
該
期
間
に
係
る
期
末
手
当
に
相
当
す
る
給
与
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
か
ら
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間

の
算
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
在
職
し
た
期
間
（
日
本
国
有
鉄
道
に
在
職
し
た
期
間
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
を
含
む
。
）
は
、
人
事
院
規
則
九―

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
）
第
五
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
算
入
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
勤
勉
手
当
に
係
る
在
職
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
九
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
三
箇
月
以
内
（
基
準
日
が
十
二
月
一
日

で
あ
る
と
き
は
、
六
箇
月
以
内
）
」
と
あ
る
の
は
「
六
箇
月
以
内
」
と
、
「
期
末
手
当
に
」
と
あ
る
の
は
「
勤
勉
手
当
に
」
と
、
「
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
入
す
る
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
九―

四
〇
第
五
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

1



（
採
用
時
の
健
康
診
断
）

第
八
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
お
け
る
人
事
院
規
則
一
〇―

四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
第
十
九
条
前
段
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
者
が
採
用
前

六
箇
月
以
内
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
又
は
日
本
国
有
鉄
道
に
お
い
て
当
該
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
と
同
一
の
項
目
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
は
検
査
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
年
次
休
暇
の
日
数
）

第
九
条
　
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
給
与
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の
当
該
年
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
二
十
日
に
当
該
年
の
前
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休

暇
の
残
日
数
（
当
該
日
数
が
十
日
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
を
加
え
て
得
た
日
数
か
ら
、
当
該
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
（
当
該
日
数
が
そ
の
者
の

当
該
年
に
お
け
る
在
職
期
間
に
応
じ
、
人
事
院
規
則
一
五―

一
一
（
職
員
の
休
暇
）
別
表
第
一
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
日
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
掲
げ
る
日
数
）
と
す
る
。

（
実
務
研
修
生
）

第
十
条
　
任
命
権
者
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
が
実
務
の
体
験
を
目
的
と
す
る
研
修
の
た
め
清
算
事
業
団
職
員
を
国
の
機
関
に
派
遣
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
清
算
事
業
団
職
員

を
非
常
勤
職
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
非
常
勤
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
務
研
修
生
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
給
与
を
支
給
し
な
い
。

３
　
各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
掲
げ
る
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
実
務
研
修
生
に
対
し
て
人
事
院
の
定
め
る
日
数
の
年
次
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
各
庁
の
長
は
、
実
務
研
修
生
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
必
要

小
限
度
の
期
間
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
各
庁
の
長
は
、
実
務
研
修
生
が
人
事
院
規
則
一
五―

一
一
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
三
項
の
休
暇
の
承
認
そ
の
他
実
務
研
修
生
の
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
報
告
）

第
十
一
条
　
任
命
権
者
は
、
再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
状
況
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
二
条
　
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
読
替
え
）

第
十
三
条
　
再
就
職
促
進
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
鉄
退
職
希
望
職
員
に
係
る
こ
の
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
促
進
基
本
計
画
（
以
下
「
再
就
職
促
進
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
い
同

項
に
規
定
す
る
清
算
事
業
団
職
員
（
以
下
「
清
算
事
業
団
職
員
」
と
い
う
。
）

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
促
進
方
針
（
以
下
「
再
就
職
促
進
方
針
」
と
い
う
。
）

に
従
い
同
項
に
規
定
す
る
国
鉄
退
職
希
望
職
員
（
以
下
「
国
鉄
退
職
希
望
職
員
」
と
い
う
。
）

除
き
、

除
き
、
そ
の
者
が
日
本
国
有
鉄
道
に
お
い
て
現
に
就
い
て
い
る
職
と
同
等
以
下
と
人
事
院

が
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

第
二
条
第
二
項

日
本
国
有
鉄
道
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団

日
本
国
有
鉄
道

第
三
条
、
第
四
条
第
一
項

及
び
第
五
条

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員

第
六
条
第
一
項

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団

日
本
国
有
鉄
道

第
七
条
第
一
項

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
（
当
該
期
間
に
係
る
期
末
手

当
に
相
当
す
る
給
与
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
か
ら
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
在
職
し
た
期
間
（
日
本
国
有
鉄
道
に
在
職
し
た
期
間
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
期
間
を
含
む
。
）

日
本
国
有
鉄
道
に
在
職
し
た
期
間

第
八
条

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
又
は
日
本
国
有
鉄
道

日
本
国
有
鉄
道

第
九
条

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員

第
十
条
第
一
項

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団

日
本
国
有
鉄
道

清
算
事
業
団
職
員

国
鉄
退
職
希
望
職
員

第
十
一
条

再
就
職
促
進
基
本
計
画
に
従
い
清
算
事
業
団
職
員

再
就
職
促
進
方
針
に
従
い
国
鉄
退
職
希
望
職
員

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
五
日
人
事
院
規
則
九―

八―

四
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

三
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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